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去る１月１４日、都市みらい推進機構・地下研・UIT の 3 者共

催で、第 39 回合同講演会がウェビナー形式で開催されました。

今回は、国土交通省 都市局 街路交通施設課長 中村 健一 様から

「ニューノーマルも見据えたまちづくりと都市空間」と題してご

講演いただきました。以下にこの講演概要を紹介いたします。 

「ウォーカブルなまちづくり」は集約型の都市構造すなわち「コ

ンパクト＋ネットワーク」を充実させるものであるとの位置づけ

です。これまで、市町村が策定する都市再生整備計画に記載する

ことで、公共空間をオープンに活用する規制緩和や、公共空間・

私有地を有効活用して賑わい創出を促す協定制度を活用したまち

づくりが進められてきました。また平成 30 年には街路空間再構

築・利活用に関する事例集をとりまとめ、自治体間の情報共有を

進めてきました。 

平成 31 年 2 月、都市経済・社会における「多様性」の進展を踏まえ、これらの集積・交流を

通じた「イノベーション」の創出などのあり方を検討する「都市の多様性とイノベーションの創

出に関する懇談会」がスタートました。そして今後のまちづくりの方向性として、官民のパブリ
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ック空間をウォーカブルな人中心の空間へ転換し、民間投資と共鳴しながら「居心地が良く歩き

たくなるまちなか」の形成を目指すことが提言されました。令和元年 6 月には、国土交通大臣の

指示により、必要な制度改正と予算要求などの準備を開始し、併せて地方公共団体をから「ウォ

ーカブル推進都市」を募集し 288 団体の賛同（R2.8.31 現在）を得たところです。 

 令和２年６月、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が公布されました。この中で、「居

心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出による「魅力的なまちづくり」が求められることとな

り、これに向けた計画の策定・共有や、計画に基づく空間の創出が制度として整いました。具体

的には、「滞在快適性等向上区域」を指定することで公共による道路の修復・改変と、民間によ

るオープンスペースの提供など、官民一体による公共空間の創出が可能となりました。一方、道

路局も道路法を改正して「歩行者利便増進道路」を設け、そこでは車線を減らして歩道を拡げる

など、歩道等の中

に（通行区間とは

別に）歩行者の滞

留・賑わい空間を

整備することが

可能となり、カフ

ェやベンチの設

置など占用制度

も緩和されまし

た。そしてこの両

制度を併用する

ことで相乗効果

をいっそう大き

くすると期待さ

れました。 

また予算措置

では、まちなかウ

ォーカブル推進

事業が創設され、

都市再生整備計

画事業等におい

て、車中心から人

中心の空間に転

換するまちなか

の歩ける範囲の

区域で、街路・公

園・広場等の既存

ス ト ッ ク の 修

復・利活用を重点

的・一体的に支援

することとなり

ました。事業主体

が市町村、市町村

都市再生協議会
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の場合は交付金として、都道府県、民間事業者等の場合は補助金として、それぞれ国費率１／２

が支給されます。更に官民連携まちなか再生推進事業を創設し、官民の様々な人材が集積するエ

リアプラットフォームの構築や、エリアの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを

実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援し、多様な人材の集積

や投資を惹きつける都市の魅力・国際競争力の強化を図ることとなりました。なお、民地のオー

プンスペース化に係る課税の特例や、建物低層部のオープン化に係る課税の特例など、固定資産

税・都市計画税の軽減措置を講じることになりました。 

平成 31 年３月に全国の街路・まちづくり担当者等が一堂に会し、新たな街路空間のあり方を

議論する場として、全国会議「マチミチ会議（全国街路空間再構築・利活用推進会議）」を立ち

上げました。また自治体間での先進的な取組の共有、意見交換を目的として「マチミチ現地勉強

会」を各地で開催しています。更にマチミチ会議事務局では、マチミチ会議会員に対して、各種

情報発信を「マチミチ通信」として行うとともに、各地方公共団体主催の「マチミチ会議」に対

しても内容の企画や広報について協力しています。（hqt-machi-michi@mlit.go.jp） 

令和 2 年 3 月、都市局・道路局はストリートデザインのポイントとなる考え方を提示する「ス

トリートデザインガイドライン（バージョン１.０）」を公表しました。このガイドラインは（当

会会長の岸井隆幸先生が座長を務め、かつて合同講演会で講演された東京大学の三浦詩乃先生も

参加した）ストリートデザイン懇談会が取りまとめました。第 1 章でストリートを人中心へと改

変（リノベーション）する意義と効果を述べ、第 2 章では人中心のストリートを構成する要素を

具体的に取り上げ、更に第 3 章で人中心のストリートを支える交通環境づくりについて説明して

います。今後、適宜バージョンアップを予定していますが、是非ご覧いただきたいと思います。 

次に、新型コロナ生活行動調査をもとにした全国の都市における生活・行動の変化と、有識者

に個別ヒアリングを実施した結果を踏まえ、令和 2 年 8 月に公表した「新型コロナ危機を契機

としたまちづくりの方向性」について報告します。それによれば、人や機能等を集積させる都市

そのものの重要性に変わりはなく、国際競争力強化やウォーカブルなまちづくり、コンパクトシ

ティ、スマートシティの推進は引き続き重要です。こうした都市政策の推進に当たっては、新型

コロナ危機を契機として生じた変化に対応していくことが必要で、①都市（オフィス等の機能や
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生活圏）、②都市交通（ネットワーク）、③オープンスペース、④データ・新技術等を活用したま

ちづくり、⑤複合災害への対応等を踏まえた事前防災まちづくり、それぞれについて今後の方向

性を取りまとめました。現在これらを実現するあり方を、令和 2 年 10 月にスタートした「デジ

タル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会」で議論していただい

ています。 
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最後に令和 3 年度の都市局予算概要について紹介がありましたが、こちらは誌面の制約で割愛

させていただきます。資料をご希望の場合は、事務局にご連絡ください。 

 

都市地下空間活用研究会 事務局 

TEL ：03-5261-5625 

Email：usj-mail@mxa.mesh.ne.jp 
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